
【資料 13】 

 

⑩潜在的な地域の人材の掘り起こし、高齢者の活躍の場づくり 

 

 

 

 

 

 

 
 
【対策】（提案）                                  
 ・やりたい人がやりたいことをできる仕組み。 
 ・誰でも交われる仕組みづくり。・得意分野や趣味などを活かせる仕組みを作る。 
 ・友愛活動により高齢者が気軽に集う機会を作る。 
 ・高齢者がやりがいを持って活動できる活動の展開。 

 ・入口の敷居の低くして、居心地の良いところとする。 
 ・地域で活躍されている方と自治協議会の関係をしっかりとり、自治協議会のもとに置くよう
な仕組み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自分の得意な分野を活かした地域活動ができている状態 

○地域内の人々が年代を越えて繋がり、誰もが地域に対する愛情が深まって

いる状態 

○高齢者の役割があり、生き生きと生活している状態 

○人づくりにより、後継者なる人材確保ができている状態 

 

 

〇目指す姿   ≪みんなで参画、協働できている状態≫ 

 

〇人材育成のあり方 

・すでに活動が決まっており、やりたいこと

ができない。 

・潜在的な人材はいるが、地域組織との

接点がないため参画ができない。 

・若者や女性、高齢者も地域活動へ参

加が少ない。 

・限られた人で活動が行われている。 

・新しく個人や団体が参画する仕組み、

きっかけがない。 

・地域組織の規約などに、移住者を排除

するような内容の記載がある。 

〇現 状 

 

・人材が地域組織から離れる。 

・参加する人さえもっと少なくなる。 

・後継者がいなくなる。 

・高齢者が家に閉じこもりになる。 

・人のつながりが希薄になる。 

・加速する人口減少に対応できなく、地

域の運営、維持ができなくなる。 

〇現状のまま対策をしない場合 

 

・やりたい人がやれる仕組みがない。 

・高齢者とコミュニケーションを図る仕組みがない。 

・移住者との交わる機会がない。 

〇課 題 

 

 

第４条 

（自治の基本原則） 

第６条 

（市民の責務） 

第 11条 

（住民自治の原則） 

第 14条 

（住民自治組織） 

第 15条 

（参加、参画の権利） 

自治基本条例 


